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2025年度 

在日韓国人の民族教育、国際理解教育の推進を求める要望書 

貴教育委員会が、人権尊重の教育を柱に1998年策定「在日韓国・朝鮮人問題

に関する指導の指針」（以下「指導の指針」）、2024年策定「在日外国人に関わる

教育における指導の指針」）などをもとに、在日韓国人の民族教育、国際理解教

育推進に積極的に取り組んでおられることに対し敬意を表します。 

また、貴委員会が策定された、2015年作成研修用参考資料「ヘイトスピーチ

の問題を考えるために」（以下「ヘイトスピーチ研修資料」および在日外国人教

育指導資料2024年改訂「互いに違いを認めあい、ともに学ぶ学校を築いていく

ために－本名指導について－」を高く評価いたします。 

今年、韓日両政府の首脳によるシャトル外交が繰り広げられるなど、その信

頼関係がより一層深まりました。また、2024年度、訪日韓国人と訪韓日本人は

合計1,200万人を超え、韓日両国民による相互交流は、二国間で最も数多く、相

互理解もより一層深まりました。 

しかし、今夏の参議院選挙や地方自治体選挙などにおいて、あたかも、在日

外国人が日本人より優遇されているなどと、事実無根の流言飛語や排外主義的

言動が、政治家を含む一部の人達により、拡散しました。そのため、在日外国

人教員や在日外国人児童生徒、外国にルーツのある児童生徒への人権侵害、民

族差別が今なお少なからず発生していることが懸念されています。 

また、多様な国籍児童生徒への支援を理由に、在日韓国人への民族教育の制

度保障が後回しにされる事態が散見され、後退するのではないかと危惧してい

ます。加えて、2017 年度から府費負担教職員の給与負担等が指定都市へ移譲さ

れた事により、大阪府の人権教育・民族教育の財産ともいえる常勤民族講師に

関わる制度の後退が危惧されています。何よりも、民族学級維持と民族講師の

後継者育成のため、府費による民族講師の待遇を改善し、後任講師配置を支援

してください。 

歴史的な経緯および1991年韓日外相覚書を踏まえた上で、貴委員会がこれま

で推進されて来られた取り組み、民族教育・国際理解教育を一層推進してくだ

さい。そして、韓国籍の児童・生徒が本名を使って安心して学校に通い、加え

て、韓国にルーツのある児童・生徒が民族名を使って安心して民族学級に参加

することができるようにしてください。そのために、民族教育の拡充と多民族・

多文化共生教育を大阪府内の学校に定着させるよう、次の通り要望いたします。 
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要望事項 

 
Ⅰ 「指導の指針」と「人権教育推進プラン」の具現化  
１．市町村教育委員会が策定した「在日外国人教育基本方針/指針」について 
①貴委員会の「指導の指針」に示された本名指導の趣旨に沿った内容に改訂

するよう、市町村教育委員会を指導してください。 
②「指導の指針」と 2018 年改訂「人権教育推進プラン」の内容を民族学級設

置校の全教職員が確実に研修し、実践されるよう、市町村教育委員会に指

導してください。 
③各市町村の在日外国人教育基本指針が WEB ページに掲載されるよう、市

町村教育委員会に指導してください。 
 
２．人権侵害であるヘイトスピーチに対して、在日外国人に対する偏見や民族

差別事象を根絶するための施策を実施してください。 
①「ヘイトスピーチ研修資料」の活用状況を教えてください。 
②在日外国人が日本人より優遇されていないことを当該資料に明記し、改訂

版を出してください。 
③同研修資料などを活用して、差別を見抜く感性を育てるような教職員人権

教育研修を積極的に実施するよう、各市町村教育委員会および府立高校に

指導してください。 
 
３．在日外国人が安心して本名を使用できる環境を醸成するために、各市町村

教育委員会に、以下のことがらを確実に実施するよう指導してください。 
①小学校入学時からの指導の体系化と、中学・高校への進学時の連携強化 
②指導要録や卒業証書授与台帳など公簿類への本名および母国語読みのふり

がな記載の徹底と、卒業証書への本名記載 100％を達成する目標設定 
③2024 年改訂指導資料『本名指導について』および「在日外国人教育のため

の資料集（DVD）」を活用した授業研究 
 
４．大阪府在日外国人教育研究協議会（府外教）などと連携して、市町村の民

族教育と多民族・多文化共生教育の取り組みを充実させてください。 
①民族学級と多文化教育学級がある市町村に、単位市外教を設立し、府外教

に加盟するよう市町村教育委員会を指導してください。 
②単位市外教などが主催する地域の取組みや研修会が実施・継続されるよう

市町村教育委員会を指導・支援してください。 
 
５．韓国にルーツを持つ日本国籍の児童生徒の実態を把握し、民族教育を推進

するように指導してください。 
 
６．大阪府内にある、韓国系民族学校である白頭学院建国学校、大阪金剛イン
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ターナショナルスクール、および韓国系各種学校であるコリア国際学園の学

校案内を韓国籍児童・生徒が在籍する学校および民族学級が開設されている

学校で就学案内・紹介等で活用してください。 
 
Ⅱ 教育公務員 
１．外国籍教員の採用時の資格を「教諭（指導専任）」から本来の「教諭」に戻

し、憲法第十四条の「法の下に平等、差別禁止」に則って、管理職任用試験

の受験資格を認めてください。 
 
２．外国籍教職員の採用、本名使用について 
①外国籍教職員を積極的に採用し、期限付き講師の登録においても、本名使

用を徹底してください。 
②採用後は、外国籍教職員の本名使用状況を把握して、学校・ＰＴＡで外国

人教育研修を行うよう指導してください。 
 
Ⅲ 高等学校  
１. 18 歳選挙権施行に伴って行われている「政治的教養を育む教育」の授業に

おいて、外国籍生徒の問題がどのように指導されているか具体例を教えて

ください。たとえば、外国籍生徒は選挙権がなくても、社会で活躍できるこ

とを授業の中で指導してください。 
 
２．府立高校において在日外国人が安心して本名を使用できる環境を醸成する

ために、以下のことがらを実施するよう管理職・教職員を指導してください。 
①合格説明会・入学時の本名指導 
②指導要録や卒業証書授与台帳など公簿類への本名および母国語よみのふり

がな記載の徹底と、卒業証書への本名記載の徹底 
③在日外国人教育指導資料2024年版「互いに違いを認めあい、ともに学ぶ学

校を築いていくために－本名指導について－」などを校内教職員に配布す

るとともに、それを活用した人権研修や校内研修の実施 
 
３．合格説明会や入学式時に外国籍生徒・保護者向けに「教育相談コーナー」

を設けて、地方公務員・教職員などの国籍条項が撤廃されていることや民族

系奨学金制度（朝鮮奨学会、韓国教育財団）について説明し、入学後も継続

して説明するよう指導してください。 
 
４．「在日外国人生徒の進路追跡調査」を継続し、企業の在日外国人に対する偏

見や就職差別を根絶してください。 
 

５．国際理解教育を推進するため、府立高校に「韓国語」講座を開設し、担当

する専任教員を増員してください。また、韓日国際交流の実態を把握し財政
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支援をしてください。 
 
Ⅳ 民族学級 
１．歴史的な経緯および 1991 年韓日外相覚書を踏まえて、民族学級は、韓

国籍と韓国にルーツのある児童生徒のための民族教育の場としてくださ

い。また、教科指導と同等に重視するとともに、十分な学級運営ができる

ように、指導してください。さらに、すべての児童生徒には、国際理解教

育、多文化共生教育を進めてください。 
 
２．民族学級維持と民族講師の後継者育成のため、府費による民族講師の待遇

を改善し、後任講師配置を支援してください。 
 
３．府内民族学級設置市（政令指定都市含む）と連携して、これまで培ってき

た民族学級の取り組みを継承してください。 
 
４．教職員がヘイトスピーチ事件と認識する感性を持ち、民族学級へのヘイト

スピーチ事件が再発しないように、マニュアルを作成して、防止対策を徹底

してください。さらに、被害を受けた児童生徒と保護者に対して心のケアな

どの対策を確立してください。 
 
５．民族教育をはじめとする多文化共生教育のための将来構想を研究する場を

作ってください。 


